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信用保証料0取り扱い

Q:当社は、銀行から借入れをしましたが

その際に5年間の保証期間に係る保証料20

万円を支払いました。この保証料は各年分に

分けられておらず、借入金を繰り上げて完済

した場合には、未経過期間分の保証料が返還

されることになっています。この保証料は税

法上どのように取り扱ったらいいのでしょう

か教えて下さい。

A.:(i)借入金を繰り上げて完済した場合に

未経過期間分の保証料が返還されるものにつ

いては、次の①と②のいずれかの方法を選択

することができます。

①前期に繰り上げ完済した場合に返済を受け

る保証料の額と当期に繰り上げ完済した場合

に返済を受ける保証料の額との差額を当期の

費用として損金に計上する方法。

②保証期間（月数）に応じて均等配分する方

法 。

(2)借入金を繰り上げて完済した場合であって

も未経過期間分の保証料が返還されないもの

については、上記の(1)の②と同様の方法にな

ります。

ご相談の場合は、借入金を繰り上げて完済

した場合には未経過期間分の保証料が返還さ

ますから上記の(1)に該当します。上記の(1)の

①または②のいずれかの方法を選択すること

ができます。但し、継続適用が条件となって

いますので選択した経理方法は継続して下さ
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